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野洲市資料提供 

提供年月日 令和３年２月 16日 

担当部課 
 政策調整部 財政課 

 総務部   総務課 

 

令和３年第１回野洲市議会定例会提出案件について 

 

  ■日程   会期日程のとおり（２８日間） 

  ■案件   議案３２件 

         内訳：専決処分    ２件 

            新年度予算  １０件 

            補正予算    ９件 

            条例      ４件 

            その他     ６件 

            人事      １件 

 

１ 専決処分 ２件 

□議第１号 専決処分につき承認を求めることについて 

（令和２年度野洲市一般会計補正予算（第16号）） 

①予算額 

・補正前予算額    ２９，３３８，５２４千円 

・補正額           １４，０９９千円 

・補正後予算額    ２９，３５２，６２３千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・ひとり親世帯に対する臨時特別給付金の給付に係る国庫支出金の増額（14,099千円） 

【歳出】 

・低所得のひとり親世帯に対する臨時特別給付金（14,010千円）及び事務費（89千円）の

増額 

 

□議第２号 専決処分につき承認を求めることについて 

（令和２年度野洲市一般会計補正予算（第17号）） 

①予算額 

・補正前予算額    ２９，３５２，６２３千円 

・補正額           ３４，９８３千円 

・補正後予算額    ２９，３８７，６０６千円 

②補正の概要 
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【歳入】 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る国庫支出金の計上（34,983千円） 

【歳出】 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業費の計上（34,983千円） 

③債務負担行為 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業に伴う債務負担行為の追加 

 （期間：令和２年度から令和３年度まで 限度額：38,000千円） 

 

２ 新年度予算 １０件 

□議第３号 令和３年度野洲市一般会計予算 

□議第４号 令和３年度野洲市国民健康保険事業特別会計予算 

□議第５号 令和３年度野洲市後期高齢者医療特別会計予算 

□議第６号 令和３年度野洲市介護保険事業特別会計予算 

□議第７号 令和３年度野洲市墓地公園事業特別会計予算 

□議第８号 令和３年度野洲市基幹水利施設管理事業特別会計予算 

□議第９号 令和３年度野洲市工業団地等整備事業特別会計予算 

□議第10号 令和３年度野洲市水道事業会計予算 

□議第11号 令和３年度野洲市下水道事業会計予算 

□議第12号 令和３年度野洲市病院事業会計予算 

 

３ 補正予算 ９件 

□議第 13号 令和２年度野洲市一般会計補正予算（第 18号） 

①予算額 

・補正前予算額    ２９，３８７，６０６千円 

・補正額         △ ４１５，０５０千円 

・補正後予算額    ２８，９７２，５５６千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・法人市民税の減額（△30,875千円）及び固定資産税の増額（17,008千円） 

・入所児童数の減少等による私立保育所保護者負担金の減額（△16,086千円）及び保育所

使用料の減額（△17,075千円） 

・新型コロナウイルス感染症の影響等による市施設の使用料の減額（△17,768千円） 

・民間保育所運営費の減額に伴う国庫支出金（△39,215千円）及び県支出金 

 （△19,608千円）の減額 

・社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）の追加内示に伴う国庫支出金の増額 

 （27,720千円） 

・中主小学校旧館校舎大規模改修工事の中止に伴う国庫支出金の減額（△54,589千円） 

・中主小学校旧館校舎大規模改修工事の中止に伴う精算金（68,616千円） 
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・福祉医療費助成事業の減額に伴う県支出金の減額（△20,154千円） 

・新型コロナウイルス感染症の影響による交付金等の減収及び納税猶予に伴う市債の増額 

 （243,400千円） 

【歳出】 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業の計画変更に伴う対象事業

費の増額及び減額 

・コミュニティバス運転委託料の精査に伴う減額（△13,962千円） 

・福祉医療費助成事業における決算見込みによる減額（△47,907千円） 

・民間保育所に対する保育所運営委託料（△50,720千円）及び施設型給付費 

 （△27,710千円）の決算見込みによる減額 

・新型コロナウイルス感染症対策として実施した水道料金の減免措置に対する費用相当分

の繰出金の計上（19,051千円） 

・社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）の追加内示に伴う対象事業の設計委託費

及び工事請負費の増額（54,040千円） 

・中主小学校旧館校舎大規模改修工事の中止に伴う工事請負費の減額（△237,805千円）、

及び前年度交付の国庫支出金返還金の計上（31,514千円） 

③債務負担行為 

・ＪＲアンダーパスの非常用発電機の改修に伴う債務負担行為の追加 

 （期間：令和２年度から令和３年度まで 限度額：18,000千円） 

・余熱利用施設整備運営事業に係る維持管理及び運営業務のサービスの対価の改定に伴う

債務負担行為の追加 

 （期間：令和２年度から令和 23年度まで 限度額：22,000千円） 

 

□議第 14号 令和２年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第６号） 

①予算額 

・補正前予算額    ５，０１３，７７０千円 

・補正額         △ ８１，９８２千円 

・補正後予算額    ４，９３１，７８８千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・医療給付費の減額に伴う普通交付金の減額（△80,000千円） 

・特定健康診査等負担金の交付見込みによる特別交付金の減額（△3,464千円） 

・保険基盤安定繰入金等の確定による一般会計繰入金の減額（△3,065千円） 

【歳出】 

・システム改修費用等の額の確定による減額（△869千円） 

・一般被保険者療養給付費の決算見込みによる減額（△80,000千円） 
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□議第 15号 令和２年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

①予算額 

・補正前予算額    ６６２，３２８千円 

・補正額        △ ２，２００千円 

・補正後予算額    ６６０，１２８千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・後期高齢者医療保険料の決算見込みによる特別徴収保険料の増額（7,371千円）及び普通

徴収保険料の減額（△7,371千円） 

・保険基盤安定繰入金の確定に伴う減額（△1,705千円） 

・税制改正に伴うシステム改修に係る国庫支出金の減額（△660千円） 

【歳出】 

・保険基盤安定繰入金の確定に伴う後期高齢者医療広域連合納付金の減額（△1,705千円） 

 

□議第 16号 令和２年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第５号） 

①予算額 

・補正前予算額    ４，３５６，７４９千円 

・補正額          ４１，０５１千円 

・補正後予算額    ４，３９７，８００千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・保険給付費の増額に伴う国庫支出金（13,500千円）、支払基金交付金（14,850千円）、 

 県支出金（7,125千円）及び一般会計繰入金（6,875千円）の増額 

・地域支援事業費の減額に伴う国庫支出金（△3,433千円）、支払基金交付金 

 （△2,700千円）、県支出金（△1,792千円）及び一般会計繰入金（△1,792千円）の減額 

【歳出】 

・地域密着型介護サービス給付費について、サービス給付見込量の増加に伴う増額 

 （50,000千円） 

・介護予防・生活支援サービス事業における通所型サービス給付について、利用者の減少

に伴う減額（△10,000千円） 

 

□議第 17号 令和２年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第３号） 

①予算額 

・補正前予算額    ２９，０６２千円 

・補正額        ９，６６０千円 

・補正後予算額    ３８，７２２千円 

②補正の概要 

【歳入】 



5 
 

・永代使用墓所区画の募集による販売数増加による使用料の増額（9,660千円） 

【歳出】 

・市内在住者等永代使用料収入を墓地公園整備基金へ積立て（9,660千円） 

 

□議第 18号 令和２年度野洲市基幹水利施設管理事業特別会計補正予算（第３号） 

①予算額 

・補正前予算額    １７，２１２千円 

・補正額          ５２５千円 

・補正後予算額    １７，７３７千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・事業費の増額に伴う負担金（160千円）、県補助金（290千円）及び一般会計繰入金 

 （75千円）の増額 

 

【歳出】 

・野洲川土地改良区委託業務内容の変更に伴う委託料の増額（500千円） 

 

□議第 19号 令和２年度野洲市水道事業会計補正予算（第３号） 

①予算額 

【収益的収入及び支出】 

 〔収入〕 

・現計予算額     １，０２６，７２２千円 

・補正予算額        １９，０５１千円 

・補正後予算額    １，０４５，７７３千円 

②補正の概要 

【収益的収入】 

・新型コロナウイルス感染症対策として実施した水道料金の減免措置に伴う一般会計補助

金の増額（19,051千円） 

 

□議第 20号 令和２年度野洲市下水道事業会計補正予算（第３号） 

①予算額 

【収益的収入及び支出】 

 〔支出〕 

・現計予算額     １，７５８，３８３千円 

・補正予算額         １，１５２千円 

・補正後予算額    １，７５９，５３５千円 

②補正の概要 

【収益的支出】 
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・人事異動に伴う職員給与等の増額（1,152千円） 

 

□議第 21号 令和２年度野洲市病院事業会計補正予算（第４号） 

①予算額 

【収益的収入及び支出】 

 〔収入〕〔支出〕それぞれ 

・現計予算額     ３，０９１，０００千円 

・補正予算額        ４４，１０５千円 

・補正後予算額    ３，１３５，１０５千円 

【資本的収入及び支出】 

 〔収入〕〔支出〕それぞれ 

・現計予算額       ２８０，９９０千円 

・補正予算額        ３２，０００千円 

・補正後予算額      ３１２，９９０千円 

②補正の概要 

【収益的収入】 

・新型コロナウイルス患者の入院受入に伴う休止病床に係る入院収益の減額 

 （△272,051千円） 

・新型コロナウイルス感染症対策に係る一般会計補助金（11,000千円）、国庫補助金 

 （17,500千円）の増額及び休止病床に対する県補助金（287,656千円）の増額 

【収益的支出】 

・新型コロナウイルス感染症対策に必要となる医療消耗備品費（1,000千円）、消耗備品費 

 （20,000千円）の増額 

・消費税支払額の計上（20,000千円） 

【資本的収入】 

・新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫補助金（20,000千円）、県補助金 

 （12,000千円）の増額 

【資本的支出】 

・新型コロナウイルス感染症対策に必要となる器械備品購入費の増額（32,000千円） 

 

４ 条例制定・改廃 ４件 

□議第 22号 野洲市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

当該条例に掲げる附属機関の名称、所掌事務及び委員の任期に一部変更があり、また事

業完了による附属機関の廃止に伴い、所要の改正を行う。 

○「野洲市地域福祉計画策定委員会」 

令和３年度からの第３期地域福祉計画の進捗等について、現行の「野洲市地域福祉計

画策定委員会」では、評価・検証を行う機能がなく、評価・検証にも対応する機関に変

更するため、名称・所掌事務等を改正。 
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・別表第１中 名称を「野洲市地域福祉計画推進委員会」へ変更し、野洲市地域福祉

計画の策定に限定されていた所掌事務に策定後の野洲市地域福祉計画の進捗等を検

証・評価する機能を付加するとともに、委員の任期を２年に変更 

○「野洲市永原御殿跡調査委員会」 

永原御殿跡が国指定文化財史跡の指定を受けたことから、将来的な史跡の保存整備を

目的として、名称を改正。 

・別表第１中 名称を「野洲市永原御殿跡調査整備委員会」へ変更 

○「野洲市永原御殿跡保存活用計画策定委員会」 

史跡整備に必要な史跡等保存活用計画の策定が令和２年度中に完了することから、委

員会を廃止。 

・別表第１中 「野洲市永原御殿跡保存活用計画策定委員会」を廃止 

施行日 令和３年４月１日 

 

□議第 23号 野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

近隣各市の中で野洲市の校園医（内科）の報酬額が最も低く、守山野洲医師会から同一

の医師会区域内での報酬額の不均一に対し増額を要望されていたことにより、校園医（内

科）の報酬額を増額するため、所要の改正を行う。 

・別表中 学校・幼稚園・保育園医（内科）基本料 年額 85,000円 → 119,900円 

施行日 令和３年４月１日 

 

□議第 24号 野洲市介護保険条例の一部を改正する条例 

地域支援事業による高齢者等おむつ費用助成事業の支給対象、保険料の額及び保険料の

段階を区分する基準所得金額の変更に伴い、所要の改正を行う。 

〇おむつ費用助成事業に関する改正 

地域支援事業における介護用品の支給事業について、令和３年４月１日より国の支給

要件に合致しない者が対象外となるため、改正前に既に支給決定を受けている者につい

ては、受給者及びその家族への負担を考慮し、介護保険事業の市町村特別給付に移行し

継続して支給できるよう改正。 

・第７条 市町村特別給付として、月額 5,000円（年間 60,000円）を限度額とする

紙おむつ購入費の支給規定に改正 

〇保険料に関する改正 

第８期野洲市高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定し、令和３年度から令和５年

度までの介護サービス等の見込量と、必要な保険料の額を算定したことから、保険料の

額を改正。 

・第 13条 令和３年度から令和５年度までの保険料改正（全 12段階） 

第５段階（１年間の保険料の基準額） 71,760円 → 77,640円 

〇基準所得金額に関する改正 
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国において介護保険料の第７段階と第８段階を区分する基準所得金額の見直しが行わ

れたことに伴う改正。 

・第 13条 保険料の基準所得金額改正 

第７段階 2,000,000円未満 → 2,100,000円未満 

第８段階 3,000,000円未満 → 3,200,000円未満 

施行日 令和３年４月１日 

 

□議第 25号 野洲市地域ふれあい公園条例の一部を改正する条例 

市三宅児童遊園(2) について、現状公園として利用しておらず、地元自治会からも廃止

の要望があり、今後公園としての利用が期待できないことから用途廃止するため、所要の

改正を行う。 

・別表中 「市三宅児童遊園(1)」を「市三宅児童遊園」に改め、市三宅児童遊園(2)の項

を削る。 

施行日 令和３年４月１日 

 

５ その他 ６件 

□議第 26号 土地の減額譲渡について 

同和対策の住環境整備の一環として、昭和 55年度に建設した北比江改良住宅を譲渡する

にあたり、土地を近傍時価と比較して減額した価格で譲渡することから、地方自治法第 96

条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

【譲渡物件】 

  所在地：野洲市北比江字𠮷
き

茶
ちゃ

市
いち

鼻
ばな

42番４ 

  面 積：270.45㎡ 

  価 格：2,839,725円（10,500円/㎡） 

 

□議第 27号 市道路線の認定について 

次の市道路線を認定することについて、道路法第８条第２項の規定に基づき、議会の議

決を求める。 

・認定路線（６路線） 

路 線 名 認 定 理 由 

上永原
かみながはら

支線
し せ ん

 開発により帰属を受けた公衆用道路を認定 

冨波
と ば

馬場
ば ん ば

里ノ内
さとのうち

線
せん

 開発により帰属を受けた公衆用道路を認定 

新田
しんでん

中央
ちゅうおう

線
せん

 県道の新設開通に伴い旧道の移管を受け認定 

小山北
こやまきた

線
せん

 県道の新設開通に伴い旧道の移管を受け認定 

小山南
こやまみなみ

線
せん

 県道の新設開通に伴い旧道の移管を受け認定 
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野洲
や す

四反田
し た ん だ

線
せん

 
地元より市道認定の要望を受け、利害関係者による

整備が完了し認定 

 

□議第 28号 事業契約の変更について（野洲市余熱利用施設整備運営事業） 

平成 30年６月 28日に事業契約の議決を得、令和２年９月 23日に変更議決を得た野洲市

余熱利用施設整備運営事業において、契約金額を変更することについて、民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12条の規定に基づき、議会の議決を求

める。 

【変更内容】 

・運営業務費の物価変動による増額。 

記 

①事業契約変更金額 

  変更前事業契約金額  ２，６１９，１４３，６３０円（令和２年９月変更後） 

  変更増額分         ２１，０６７，２００円 

  変更後事業契約金額  ２，６４０，２１０，８３０円 

②運営業務の物価変動 

  企業向けサービス価格指数 … 労働者派遣サービス（日本銀行調査統計局） 

平成 30年平均 令和２年８月（確報） 改定率 

105.99 114.1 7.6％ 

③契約の相手方      滋賀県野洲市大篠原 3333番地６ 

             野洲すいむ８ＮＥＸＴ－ＰＦＩ株式会社 

             代表取締役 浮
うき

穴
あな

 浩一
こういち

 

 

□議第 29号 第２次野洲市総合計画の策定について 

第２次野洲市総合計画を策定することについて、野洲市議会基本条例第 11条第１号の規

定に基づき、議会の議決を求める。 

※令和３年度～12年度の 10年間の計画 

 

□議第 30号 第４次野洲市人権施策基本計画の策定について 

第４次野洲市人権施策基本計画を策定することについて、野洲市議会基本条例第 11条第

２号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

※令和３年度～７年度の５年間の計画 

 

□議第 31号 第３期野洲市地域福祉計画の策定について 

第３期野洲市地域福祉計画を策定することについて、野洲市議会基本条例第 11条第３号

の規定に基づき、議会の議決を求める。 

※令和３年度～12年度の 10年間の計画 
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なお、広く福祉の基本となる計画であるとの認識から、策定委員の意見により、本市独

自に「第３期野洲市地域福祉基本計画」と呼称する。 

 

 

６ 人事案件 １件 

□議第 32号 野洲市教育委員会教育長の任命につき議会の同意を求めることについて 

下記の者を野洲市教育委員会教育長に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

記 

氏  名 住    所 生 年 月 日 

西村
にしむら

 健
たけし

   

※任期   令和３年４月１日から令和６年３月 31日 



曜日 開議時刻 種　別 摘　　　　　　要

２月 ２５日 木 午前９時 本会議  開会、上程議案の提案説明

２６日 金 休　会

２７日 土 休　会

２８日 日 休　会

３月 １日 月 休　会

２日 火 休　会

３日 水 休　会

午前９時 本会議  議案質疑、一部討論・採決、委員会付託、代表質問

本会議終了後 委員会  予算常任委員会

５日 金 午前９時 本会議  代表質問、一般質問

６日 土 休　会

７日 日 休　会

８日 月 午前９時 本会議  一般質問

午前９時 本会議  一般質問（予備）

本会議終了後
 会派代表者会議
 （※一般質問が8日で終了した場合は、午前９時開議の予定）

１０日 水 休　会

１１日 木 休　会

午前９時 委員会  予算常任委員会（文教福祉）分科会

分科会終了後 委員会  （文教福祉）常任委員会

１３日 土 休　会

１４日 日 休　会

午前９時 委員会  予算常任委員会（環境経済建設）分科会

分科会終了後 委員会  （環境経済建設）常任委員会

１６日 火 午後１時３０分 委員会  野洲市民病院整備事業特別委員会

午前９時 委員会  予算常任委員会（総務）分科会

分科会終了後 委員会  （総務）常任委員会

午後３時 会派代表者会議

１８日 木 休　会

１９日 金 休　会

２０日 土 休　会

２１日 日 休　会

午前９時 委員会  予算常任委員会

委員会終了後 委員会  議会運営委員会

委員会終了後 協議会  全員協議会

２３日 火 休　会

午前９時 委員会  議会運営委員会

午前１０時 協議会  全員協議会

午後１時 本会議  委員長報告、質疑、討論、採決

本会議終了後 議会だより編集委員会

１２日 金

２４日 水

１５日 月

１７日 水

２２日 月

令和３年第１回野洲市議会定例会会期日程
（会期２８日間）

月　日

４日 木

９日 火
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令和３年度野洲市当初予算（案）の概要 

 

１．当初予算(案) の総額  

（単位：千円）

令和3年度 令和2年度 差引増減 増減率（％）

① ② ③ ④

①-② ③/②*100

22,000,000 22,760,000 ▲ 760,000 ▲ 3.3

10,791,265 10,623,889 167,376 1.6

32,791,265 33,383,889 ▲ 592,624 ▲ 1.8

1,916,487 2,070,320 ▲ 153,833 ▲ 7.4

2,567,645 2,777,935 ▲ 210,290 ▲ 7.6

3,415,283 3,327,937 87,346 2.6

7,899,415 8,176,192 ▲ 276,777 ▲ 3.4

40,690,680 41,560,081 ▲ 869,401 ▲ 2.1

下水道事業会計
（収益・資本的支出計）

区　分

一般会計

特別会計
（6会計）

合計

水道事業会計
（収益・資本的支出計）

病院事業会計
（収益・資本的支出計）

総合計

企業会計　計

 

 

２．一般会計当初予算(案)の推移    

 

（１）５か年の推移 

（単位：千円）

歳入歳出予算総額 前年度比較 増減率（％）

22,000,000 ▲ 760,000 ▲ 3.3

22,760,000 ▲ 740,000 ▲ 3.1

23,500,000 3,425,000 17.1

20,075,000 202,535 1.0

19,872,465 ▲ 857,535 ▲ 4.1

年度（当初予算）

令和２年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

令和３年度

 （２）財源比率 

（単位：％）

区　分 令和３年度 令和２年度 差引増減

自主財源比率 49.2 50.7 ▲ 1.5

依存財源比率 50.8 49.3 1.5
 

野洲市資料提供 提供年月日：令和３年２月 16 日  

担当部課：政策調整部財政課 

担当者：北林 小田 

連絡先：077-587-6069 
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（単位：千円）

令和３年度 令和２年度 差引増減 増減率（％）

198,912 11,698 187,214 1600.4%

主な
財源

地方債 179,000 10,300 168,700 1637.9%

区　分

コミュニティセンターぎおう大規模改修

３．主な増減理由(一般会計)  

 

（１）増額した主な理由 

①老朽化が著しいコミュニティセンターぎおうの大規模改修について、令和２年度に

おいて実施設計が完了することに伴い、改修工事に着手していきます。 

 

 

 

 

 

 

②老朽化が著しい高速道路跨道橋（里原橋）の撤去工事を行います。 

 

 

 

 

 

（２）減額した主な理由 

①令和２年度に防災行政無線システムの機器更新工事が完了。 

 

 

 

 

 

②中主小学校旧館校舎大規模改修工事の中止に伴う事業計画の見直し、並びに野洲北

中学校増築工事及び南校舎の大規模改修工事が完了。 

 

 

 

 

 

 

４．予算案の特徴（一般会計） 

 

１．総 括 

令和３年度は、今日までの課題を解決してきた実績を踏まえさらなる発展に向け、将

来への財政見通しをたてながら着実に施策を実現し、「笑顔あふれる市政の実現」を進め

るための当初予算（案）をまとめました。 

 

「子育て・教育・人権」 

① 安心・安全な学習環境を整備するため、老朽化が著しい中主小学校旧館校舎の改築、

また、野洲北中学校の北校舎及び体育館の大規模改修取り組みます。 

② 学童保育所運営について、各小学校区において安定、充実した運営を図ります。 

③老朽化が進んでいる総合体育館について、施設の長寿命化に加え、令和 7 年度開催

予定となっている国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の大会基準を見据え

（単位：千円）

令和３年度 令和２年度 差引増減 増減率（％）

357,671 0 357,671 皆増

主な
財源

国庫支出金 140,068 0 140,068 皆増

区　分

高速道路跨道橋（里原橋）撤去工事

（単位：千円）

令和３年度 令和２年度 差引増減 増減率（％）

1,304,546 2,434,014 ▲ 1,129,468 ▲ 46.4%

主な
財源

地方債 1,081,300 1,576,200 ▲ 494,900 ▲ 31.4%

区　分

小中学校施設整備事業

（単位：千円）

令和３年度 令和２年度 差引増減 増減率（％）

0 388,520 ▲ 388,520 皆減

主な
財源

地方債 0 388,500 ▲ 388,500 皆減

防災行政無線システム機器更新

区　分
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た改修に取り組みます。 

④ 従来からの医療費助成に加え、新たに子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、

小学校 1年生から 3年生までの通院医療費の助成を行います。 

 

「福祉・生活」 

① 全市民を対象とする新型コロナウイルスワクチン接種について、円滑な接種が実施

できるよう万全を期した取り組みを進めます。  

② 生活困窮者支援のひとつとして、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築

事業に取り組みます。 

 

「産業・観光・歴史文化」 

① 農業者が単独または非農業者と共同で取り組む、農地や農業用施設の保全活動及び

農村環境向上のための活動を支援します。  

② 創業促進を目的とした創業支援補助金を創設し、市内で新たに創業する小規模企業

者を支援します。 

 

「環境・都市計画・都市基盤整備」 

① 令和２年度に引き続き、南桜水源地において、膜ろ過装置設置事業に取り組むこと

により、病原性微生物（クリプトスポリジウムなど）をろ過分離し、より衛生的な

浄水処理を可能にします。 

② 甲賀踏切拡幅事業の実施により、交通環境の向上を図り、安心安全な交通網整備を

進めます。 

 

「市民活動・行財政運営」 

① 地域コミュニティの拠点である、コミュニティセンターぎおうの大規模改修工事を

実施します。 

 

２．歳 入 

（１）一般会計の主な歳入 

① 市税 

ア．個人市民税、法人市民税ともに減収見込。 

イ．固定資産税は償却資産を主に増収見込。 

（単位：千円）

令和３年度 令和２年度 差引増減 増減率（％）

市税計 8,502,131 8,787,730 ▲ 285,599 ▲ 3.2%

うち個人市民税 2,842,448 2,997,976 ▲ 155,528 ▲ 5.2%

うち法人市民税 817,061 1,065,866 ▲ 248,805 ▲ 23.3%

うち固定資産税 4,375,029 4,298,669 76,360 1.8%

区　分

 

② 基金繰入金 

次の基金の繰入を行います。 

ア．財政調整基金 670,000千円     

イ．減債基金 163,000千円 

ウ．公共施設等整備基金 100,000千円  

    エ．まちづくり基金 1,600千円 
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 ③ 地方債（借入金） 

次の地方債を借り入れ、投資的経費（普通建設事業）に充当します。 

（単位：千円）

令和３年度 令和２年度 差引増減 増減率（％）

地方債計 2,928,800 3,577,500 ▲ 648,700 ▲ 18.1%

うち合併特例債 45,000 11,000 34,000 309.1%

うち臨時財政対策債 1,180,000 900,000 280,000 31.1%

区　分

※臨時財政対策債とは、国の地方交付税への財源不足対策として、本来地方交付税で交付されるものの一部を地方債

として市が借り入れます。その償還（返済）については、後年度にその全額が地方交付税で措置されます。
 

 

（２）各会計の地方債現在高の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．歳 出 

主な増減内容は、次のとおりです。 

 

① 人件費 4,725,141 千円 （ + 231,939 千円 、 5.2 ％ ）

・ 職員給与費 （ + 190,344 千円 ）

② 扶助費 4,402,257 千円 （ + 213,582 千円 、 5.1 ％ ）
・ 障がい者自立支援給付費等 （ + 190,284 千円 ）

③ 公債費 2,573,112 千円 （ + 78,427 千円 、 3.1 ％ ）

・ 長期債元金償還 （ + 88,000 千円 ）

④ 補助費等 2,034,077 千円 （ ▲ 295,097 千円 、 ▲ 12.7 ％ ）
・ 水道事業会計負担金 （ ▲ 149,420 千円 ）

・ （ ▲ 150,872 千円 ）

⑤ 投資的経費 2,824,190 千円 （ ▲ 1,060,006 千円 、 ▲ 27.3 ％ ）
・ 中主小学校増改築及び大規模改修 （ ▲ 794,350 千円 ）

・ 野洲北中学校増築及び大規模改修 （ ▲ 335,118 千円 ）

・ コミセンぎおう大規模改修 （ + 187,214 千円 ）

・ 高速道路跨道橋（里原橋）撤去工事 （ + 357,671 千円 ）

・ 防災行政無線システム機器更新 （ ▲ 388,520 千円 ）

⑥ 出資金 24,971 千円 （ ▲ 36,966 千円 、 ▲ 59.7 ％ ）
・ 病院事業会計出資金 （ ▲ 36,966 千円 ）

下水道事業会計負担金

 

（単位：千円）

令和3年度末現在高見込額 令和2年度末現在高見込額

28,587,025 28,090,225

工業団地 510,000 609,100

510,000 609,100

水道事業 3,137,256 2,644,204

下水道事業 7,162,235 7,729,861

病院事業 1,765,768 1,486,308

41,162,284 40,559,698

一般会計

企業会計

合計

小計

特別会計
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５．主な新規・拡充施策（事業）等  

 【（〈◎新規、●拡充、○継続〉 

『子育て・教育・人権』

○ 小中学校施設整備事業 1,304,546 千円 （ 前年度 2,434,014 千円 ）

○ 保育人材バンク・保育人材就職支援事業 6,318 千円 （ 前年度 7,022 千円 ）

○ 児童虐待防止対策関連事業 2,159 千円 （ 前年度 2,362 千円 ）

○ 学童保育所運営費 362,255 千円 （ 前年度 356,134 千円 ）

○ 特別支援教育の充実、不登校対策 53,781 千円 （ 前年度 57,120 千円 ）

〇 家庭訪問型学習支援事業、不登校対策 4,248 千円 （ 前年度 4,547 千円 ）

○ スクールソーシャルワーカー・スーパーバイザーの配置 5,971 千円 （ 前年度 6,622 千円 ）

〇 学校プールの集約化事業 10,570 千円 （ 前年度 10,570 千円 ）

〇 余熱利用施設管理運営事業 78,300 千円 （ 前年度 75,217 千円 ）

◎ 総合体育館大規模改修実施設計業務委託 21,879 千円 （ 皆増 ）

● 小学校1年生から3年生にかかる福祉医療費助成 35,000 千円 （ 皆増 ）

『福祉・生活』

〇 発達支援センター等整備事業 47,541 千円 （ 前年度 25,364 千円 ）

● 生活困窮者支援事業 34,601 千円 （ 前年度 4,405 千円 ）

◎ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 272,389 千円 （ 皆増 ）

◎ 新生児聴覚検査事業 1,500 千円 （ 皆増 ）

◎ 多胎妊婦健康診査支援事業 170 千円 （ 皆増 ）

『産業・観光・歴史文化』

○ 多面的機能支払交付金 64,260 千円 （ 前年度 65,521 千円 ）

○ 環境保全型農業直接支払交付金 29,230 千円 （ 前年度 30,826 千円 ）

◎ 創業支援補助金 1,000 千円 （ 皆増 ）

◎ 観光振興指針の改訂 121 千円 （ 皆増 ）

○ 永原御殿跡保存整備事業 54,862 千円 （ 前年度 41,132 千円 ）

『環境・都市計画・都市基盤整備』

◎ 野洲市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画改定業務 7,590 千円 （ 皆増 ）

◎ 野洲市環境基本計画改定業務 207 千円 （ 皆増 ）

◎ ため池耐震詳細照査 15,000 千円 （ 皆増 ）

◎ 道路維持工事（高速道路跨道橋（里原橋）撤去工事） 357,671 千円 （ 皆増 ）

〇 道路維持工事 106,124 千円 （ 前年度 86,137 千円 ）

◎ 甲賀踏切拡幅工事 87,690 千円 （ 皆増 ）

〇 交通安全施設整備事業 40,711 千円 （ 前年度 38,735 千円 ）

〇 市営住宅長寿命化事業 82,137 千円 （ 前年度 85,916 千円 ）

○ 南桜水源地膜ろ過装置設置工事＜水道事業会計＞ 334,796 千円 （ 前年度 570,548 千円 ）

〇 ストックマネジメント計画策定〈下水道事業会計〉 21,747 千円 （ 前年度 30,000 千円 ）

● コミュニティバス運行 79,168 千円 （ 前年度 79,848 千円 ）

『市民活動・行財政運営』

〇 コミュニティセンターぎおう大規模改修事業 198,912 千円 （ 前年度 11,698 千円 ）

○ コミュニティ活動推進事業 68,169 千円 （ 前年度 75,027 千円 ）

◎ 電子申請・手続ガイドサービス導入事業 3,470 千円 （ 皆増 ）  



令和３年度当初予算（案） 主な事業の特徴

『子育て・教育・人権』

＜◎新規、●拡充、○継続＞

◎総合体育館大規模改修事業 2,187万9千円

・従来から行っている乳幼児等の医療費助成に加え、新たに子育て
世代の経済的負担軽減を図るため、通院医療費助成を行う。
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中主小学校
（旧館）

・改築工事
野洲北中学校
（北館、体育館）

・大規模改修工事

○小中学校施設整備事業 24億3,401万4千円

・老朽化が進んでいる総合体育館について、野洲市公共施設等総合
管理計画と個別施設計画に基づき、施設の長寿命化を図ることに加
え、令和7年度開催予定となっている国民スポーツ大会・全国障害
者スポーツ大会の大会基準に合わせた改修を行う。

・令和３年度：実施設計に着手
・令和４年度：工事に着手
・令和５年度：本体工事

『福祉・生活』

〇発達支援センター等整備事業 4,754万1千円

・現在の発達支援センター及びふれあい教育相談センターの建物
は、老朽化及び耐震化の対策が必要であることから、新たに施設
を整備する。

●福祉医療費助成事業 3,500万円

・市内小中学校については耐震化を完了し、安全な学習環境を整え
ている。老朽化が著しい中主小学校、及び生徒数の増加見込により
普通教室が不足する野洲北中学校の施設整備を進めている。
・R２年度：中主小学校、校舎増築及び体育館の改修工事が完了

野洲北中学校、増築及び南館の改修工事が完了
※中主小学校：昭和３２年築の旧館の改築
※野洲北中学校：令和４年における普通教室不足見込

小学校１年生から３年生までの
子育て世帯を対象

・令和３年度：実施設計に着手
・令和４年度：工事に着手
・令和５年度：開設予定

◎新型コロナウイルスワクチン接種事業 2億7,238万9千円

・新型コロナウイルス感染症対策として、市民の安全・安心と社
会経済安定の両立を図るため、全市民を対象にしたワクチンの円
滑な接種事業を推進します。

・医療従事者等から順次、接種予
定。
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『産業・観光・歴史文化』

◎新生児聴覚検査事業 150万円

・新生児期に難聴の有無を早期発見することにより、早期療育が図
られるよう、新生児聴覚検査の一部について公費負担を行います。

・助成額：新生児一人につき3千
円

『環境・都市計画・都市基盤整備』

◎創業支援補助金 100万円

・野洲市商工業振興基本計画に基づき、市内で新たに創業する小規
模企業者に対して、創業にかかる経費の一部について補助を行いま
す。

・対象経費の２分の１を補助。
上限20万円

◎ため池耐震詳細照査業務 1,500万円

・防災工事の必要性についての判断に資するため、地震等による農
業用ため池の決壊危険性の評価を行います。

『市民活動・行財政運営』

対象：1池（宮池）。

○コミセンぎおう大規模改修事業 1億9,891万2千円

・老朽化が進んでいるコミュニティセンターについて、野洲市公共
施設等総合管理計画と個別施設計画に基づき、施設の長寿命化を
図っていく。

主に屋根や外壁を大規模改修
し、市民活動の拠点としての利
便性、快適性の向上を図る。

◎多胎妊婦健康診査支援事業 17万円

・多胎児を妊娠した市民に対して、妊産婦健康診査にかかる費用の
一部について公費負担を行います。

・単胎児妊産婦健診（14回）よ
りも多く生じる妊産婦健康診査
について、5回を限度として追加。

〇南桜浄水場膜ろ過装置設置工事〈水道事業会計〉 3億3,479万6千円

・南桜水源地に膜ろ過装置を設置し、病原性微生物（クリプトスポ
リジウムなど）をろ過分離することで、万一の事態に備えたより衛
生的な浄水処理を可能にする。

令和３年度までの３年間事業。
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